
国民健康保険の加入から脱退手続きについて 

 

外国人留学生各位 

国際グループ 

 

国民健康保険制度は、日本で生活する全ての人（留学生を含む）が安心して治療を受けられるように設立された制度です。住民登録をし

ていて、在留期間が３ヶ月以上ある人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。 

 

【国民健康保険加入から脱退までの流れ】 

 
（例）４月渡日 高松市内に住む工学部１年のＡくん（２４歳）、年間５０万円（奨学金のみ）で生活 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

渡日後すぐ 
市町役場で 
「国民健康保険

申告書」（この

年一年間の保険

料 が 軽 減 さ れ

る。）提出・加

入・保険証発行 

※毎年提出が必

要 

７月頃 
年約16,000円支

払い 

８月～翌年２月

の各月 
（高松市在住者

のみ奨学金受給

者除く。） 
国民健康保険料

の助成申請（８

月以降、最大 

8,000 円補助） 

 

１年後～帰国ま

で 
郵送されてきた

「国民健康保険

申告書」を提出。

この年一年間の

保険料が軽減さ

れる。 

帰国前 
市町役場で脱退

手続きをする。 



National Health Insurance 

 

To all international students 

International Group 

 

It is mandatory for all international students staying for more than three months to enroll in the National Health Insurance 

plan.  

 

Flow from enrolment to withdrawal 

(For the case of engineering freshman student staying at Takamatsu city, age 24, with \500,000 annual scholarship.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

After arrival, in 
April, apply 
for National 
Health 
Insurance 
plan  

at Takamatsu 
City Hall.  

July 
Pay about 
¥16,000 per 
annum for 
insurance 
premium 

August~Februa
ry 
Apply for the 

support 
fund for 
premium.  

１年後～帰国ま

で 
郵送されてきた

「国民健康保険

申告書」を提出。

この年一年間の

保険料が軽減さ

れる。 

帰国前 
市町役場で脱退

手続きをする。 


